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個人事業税の納税について

　11月は平成29年中に個人で事業を営ま
れていた方に、第二期分の納付書を発送
します。
　納める額は、原則として所得金額から
290万円を引いた額に次の税率を乗じた
金額となります。
区分及び事業の種別
•第一種事業（物品販売業、製造業、不
動産貸付業等）：税率5％
•第二種事業（畜産業、水産業、薪炭製
造業）：税率4％
•第三種事業（医業、弁護士業、理美容
業等）：税率5％、（あんま・はり・きゅ
う等の業等）：税率3％
※二期分の納期限は11月30日㈮ですので、
最寄りの金融機関等で納付してください。
■問い合わせ先
　栃木県税事務所　☎0282（23）3414

石高マラソン大会の案内

　第30回石橋高等学校マラソ
ン大会を下記のとおり実施しま
す。通行等にご迷惑をお掛けす
ることになりますが、ご協力よ
ろしくお願いいたします。また、
沿道からご声援をいただければ
幸いです。
■開催日　11月16日㈮
※予備日なし
■出走時間・距離
○男子
　午前10時10分スタート
　15.9㎞
○女子
　午前10時20分スタート
　8.3㎞

■問い合わせ先
　石橋高等学校
　担当　大登
　☎（53）2517

税務署からのお知らせ

国税に関するご質問・ご相談について
　国税庁ホームページで検索または電話にてお問い合わせ
ください。
国税庁ホームページ「タックスアンサー」で検索
　一般的なご質問は、「タックスアンサー」に掲載されて
います。（PC・スマートフォンで検索可能です。）
電話でのお問い合わせ
　自動音声でご案内しますので、相談内容に応じて、自動
音声案内「1」、「2」または「3」の番号を選択してください。
 「1」電話相談センターでの税務相談
 「2」税務署での面接相談日時の予約（混雑緩和のため「事
前予約制」としております。）
 「3」消費税の軽減税率制度に関する専用窓口
「税を考える週間」について
　11月11日（日）～17日（土）は税を考える週間です。
国税庁ホームページでは、社会保障・税番号制度（マイナ
ンバー制度）、ICTを利用した申告・納税手続、消費税の
軽減税率制度などへの国税庁の取組みをご紹介しています。
ぜひご覧ください。
■問い合わせ先
　栃木税務署　☎0282（22）0885（※自動音声案内）

第30回石高マラソン大会
〈男子 15.9kmコース〉

第30回石高マラソン大会
〈女子 8.3kmコース〉
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